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国立公園 (秩父多摩甲斐国立公園 ) 奥多摩

平成 31 年 4 月 5 日№ 782

年
金
の
お
知
ら
せ

児童扶養手当
平成 31 年３月分までの手当額

（改定前）
平成 31 年４月分からの手当額

（改定後）

本
体
額

全部支給 ４２，５００円 ４２，９１０円

一部支給 ４２，４９０円～１０，０３０円 ４２，９００円～１０，１２０円

第２子
加算額

全部支給 １０，０４０円 １０，１４０円

一部支給 １０，０３０円～５，０２０円 １０，１３０円～５，０７０円

第３子
以　降
加算額

全部支給 ６，０２０円 ６，０８０円

一部支給 ６，０１０円～３，０１０円 ６，０７０円～３，０４０円

特別児童扶養手当 　平成 31 年３月分までの手当額　　
　（改定前）

　平成 31年４月分からの手当額　　
　（改定後）

１級 ５１，７００円 ５２，２００円

２級 ３４，４３０円 ３４，７７０円

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
支
払
い
の
お
知
ら
せ

○
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

心
身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の

程
度
の
障
害
を
有
す
る
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
方
が
対
象

で
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
で
１
級

か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

②
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら
４

児童扶養手当・特別児童扶養手当４月から月額が変更となります

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付

期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

平

成

31

年

度

の

国

民

年

金

保

険

料

は
、

月

額

１
万
６
４
１
０
円
で
す
。

　

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書

に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の

納
付
、
そ
し
て
便
利
で
お
得

各
種
手
当
な
ど

度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

③
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行
性

筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

◎
都
制
度 

月
額

   
     

１
万
５
５
０
０
円

　

＊
身
障
手
帳
１
・
２
級
、
愛

の
手
帳
１
～
３
度
の
方
な
ど

◎
町
制
度 

月
額

   
     

　

１
万
６
０
０
円

　

＊
身
障
手
帳
３
級
、
愛
の

手
帳
４
度
の
方

◎
町
制
度 

月
額
６
４
０
０
円

　

＊
身
障
手
帳
４
級
の
方

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方

町
制
度 

月
額 

５
０
０
０
円

＊
平
成
30
年
12
月
～
31
年
３

月
分
を
４
月
15
日
（
月
）
に

指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保

険
料
は
必
ず
納
付
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

は
、
前
納
が
お
得
で
す
！

　

現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
納
付
で
保
険
料
を
前

納
し
た
場
合
、
毎
月
払
い

と
比
べ
て
２
年
前
納
な
ら

１
万
４
５
２
０
円
、
１
年
前

納
な
ら
３
５
０
０
円
、
６
か

月
前
納
で
も
８
０
０
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
お
よ
び
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
平

成
31
年
４
月
か
ら
の
前
納
の

新
規
申
込
み
は
終
了
し
て
い

ま
す
が
、
現
金
（
納
付
書
）

で
の
納
付
は
ま
だ
間
に
合
い

ま
す
の
で
、
青
梅
年
金
事
務

所
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
保
険
料
額
が
30
万
円
を
超

え
る
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年

金
事
務
所 

☎
30-

３
４
１
０


